
○民営化 ▲2法人
・川崎市場信用(株) (平成14年7月)
・社会福祉事業団 (平成23年4月)
○廃 止 ▲11法人
・(財)川崎市中小企業婦人会館 (平成15年4月)
・かわさき港コンテナターミナル(株) (平成16年12月)
・(財)川崎市下水道公社 (平成17年3月)
・(財)川崎市在宅福祉公社 (平成18年3月)
・(財)川崎市建設技術センター (平成20年3月)
・川崎市リサイクル環境公社 (平成23年3月)
・(財)川崎市指定都市記念事業公社 (平成24年3月)
・(財)川崎市心身障害者地域福祉協会 (平成25年3月)
・(財)川崎市水道サービス公社 (平成25年3月)
・(一財)川崎市保健衛生事業団 (平成26年3月)
・(株)川崎球場 （平成27年3月）
○統 合 ▲1法人
・(財)川崎市博物館振興財団と(財)川崎市生涯学習事業団
⇒(財)川崎市生涯学習財団 （平成17年4月 ）

●主要出資法人の統廃合（H14 38法人 → H28 24法人）

１ 統廃合、財政的関与 見直 

川崎市のこれまでの取組・現状

・5,933百万円（H14決算） → 1,262百万円（H27決算）
（▲4,671百万円、▲78.7%）

●補助金 見直 

平成14年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

法人数 37 28 27 25 24 23 23

決算額 5,933,343 1,746,010 1,440,399 1,186,700 1,109,622 1,103,881 1,261,544

対前年 ▲17.5％ ▲17.6％ ▲6.5％ ▲5.2％ 14.3%

・11,278百万円（H14決算） → 3,938百万円（H27決算）
（▲7,340百万円、▲65.1%）

●委託料 見直 

平成14年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

法人数 37 28 27 25 24 23 23

決算額 11,277,887 3,150,320 3,703,940 3,825,558 3,884,377 3,800,555 3,937,573

対前年 17.6% 3.3% 1.5% ▲2.2% 3.6%

資料３

1

○出資比率25%以上 出資法人    補助金額 決算額 推移 次    

○出資率25％以上の出資法人における委託契約の決算額の推移は次のとおり



○条例   人件費直接支給 実施状況（派遣法第６条第２項）
・一部直接支給     政令市 １７都市
・全部直接支給     政令市 １都市

●主要出資法人への職員派遣

２ 職員派遣の引き上げ

年 度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

派遣数 218 290 279 171 81 54 35 29 3 3 1 1 0 0 0

対前年 72 ▲11 ▲108 ▲90 ▲27 ▲19 ▲6 ▲26 0 ▲2 0 ▲1 0 0

○神戸市 訴訟（参考資料４ P44（イ））
神戸市 派遣法 基  職員 派遣  公益法人等 対 派遣職員 給与相当額 含
  補助金 支出  事案    、派遣法の目的に合致する場合は職員派遣及び給与支
給は同法規定によるべきであり、派遣職員人件費 相当  部分 補助金支出 違法  
るとした判決（最高裁平成２１年１２月１０日決定（原判決・大阪高裁平成２１年１
月２０日判決））（関連訴訟複数あり）

○本市 住民監査請求（平成22年2月5日受理、同年3月30日結果公表）
上記神戸市 訴訟 判決 受  、本市において、支出済 補助金 人件費相当額 返還等
    住民監査請求がなされた。
（監査委員 合議不調   、監査及び勧告についての決定には至らず。）

●訴訟等

○「公益法人等  一般職 地方公務員 派遣等 関  法律」（以下、派遣法）に基づく
出資法人への職員 派遣について、本市では、出資法人の改革の一環として、順次引き上げを実
施し、現在、主要出資法人への派遣数は0名である。（神戸市 訴訟 影響）

①派遣先公益法人等が独自財源によって全額負担。（派遣法第６条第１項）

②派遣職員の従事する業務が派遣法第６条第２項に該当する場合は、派遣条例第４条及
び第８条により、本市が給与を直接支給（同条例   支給 範囲外 時間外勤務手当、
管理職手当、勤勉手当等については、派遣先公益法人等が独自財源によって負担）

③派遣条例第４条及 第８条 改正  上、派遣職員の従事する業務が派遣法第６条第
２項に該当する場合は、同条例   、時間外勤務手当、管理職手当、勤勉手当等を含めて、
本市が給与を全額支給。

●派遣職員の人件費の支出方法
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○職員派遣を実施する場合、人件費の支給方法は次の３パターンが考えられる。

●他の自治体の状況
○実施状況
・出資率25%以上 出資法人  派遣法派遣 実施    政令市 １８都市
（退職職員を再任用した上で役員として派遣しているケースもあり。）



（派遣職員の給与）
第六条 派遣職員には、その職員派遣の期間中、給与を支給しない。
２ 派遣職員 派遣先団体    従事  業務 地方公共団体 委託 受  行 業務、
地方公共団体 共同  行 業務若   地方公共団体 事務若   事業 補完 若   
支援   認    業務      実施   地方公共団体 事務若   事業 効率的
若   効果的 実施 図    認         場合又     業務 派遣先団体 
主たる業務である場合には、地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、派遣職員に対して、
その職員派遣の期間中、条例 定        、給与を支給することができる。

（派遣職員の給与）
第４条 派遣職員（企業職員（地方公営企業等 労働関係 関  法律（昭和27年法
律第289号）第３条第４号の職員をいう。以下同じ。）である派遣職員を除く。第６条におい
て同じ。）のうち、法第６条第２項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期
間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及 寒冷地手当     100分
の100以内を支給することができる。

（企業職員である派遣職員の給与の種類）
第８条 企業職員である派遣職員のうち、法第６条第２項に規定する業務に従事するものに
は、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給す
ることができる。

○公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（派遣法）
●関係法令

○川崎市公益的法人等  職員 派遣等 関  条例
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○市が取り組む課題
「公益法人等の役員には、原則、本市職員は就任しないものとする。しかし、合理的 理由 
より就任する場合には必要最小限の人数とする。（総役員数に占める本市職員及び退職職
員の割合は、原則として3分の1以下となるように努める。）」

●経営改善指針の記載

○役員就任に関する制限
・役員就任 関  制限 定    政令市 ５都市

【制限の内容】
・総役員数に占める職員の割合を3分の1以下（株式会社は対象外）とする。
・総役員数に占める職員及び退職職員の割合を3分の2未満とする。 等

第五条 行政庁 、前条の認定（以下「公益認定」という。）の申請をした一般社団法人
又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定
をするものとする。
十一 他の同一の団体（公益法人又    準       政令 定     除 。）の
理事又 使用人   者  他   準  相互 密接 関係        政令 定
  者   理事 合計数 理事 総数 三分 一 超          。監事につ
いても、同様とする。

～

３ 本市職員及び退職職員の役員就任に関する制限

●関係法令
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○出資法人が取り組む課題
「民間 経営     持  人材 積極的 活用  自立的 経営 促進    、総役
員数に占める本市職員及び退職職員の割合は、原則として3分の1以下となるように努め
る。）」

【総役員数に占める本市職員及び退職職員の割合が3分の1を超えているケース】
（平成28年7月1日時点）
⇒24法人のうち、10法人（特別法人2、公益法人等5、株式会社3）

○公益社団法人及 公益財団法人 認定等 関  法律（平成18年）

（他の同一の団体において相互に密接な関係にある者）
第五条 法第五条第十一号の政令 定  相互 密接 関係   者 、次に掲げる
者とする。
一 当該他 同一 団体 理事以外 役員（法人   団体 代表者又 管理人 定
めのあるものにあっては、  代表者又 管理人）又 業務 執行  社員   者
二 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除
く。）である者
イ 国の機関
ロ 地方公共団体

○公益社団法人及 公益財団法人 認定等 関  法律施行令（平成18年）

●他の自治体の状況



①離職職員   、再就職を希望する職員は、「人材情報登録申込書」を提出
⇒人材情報 登録    離職職員等 氏名、住所、希望職務等 整理  
「人材情報登録台帳」を整備

②登録者の採用を希望する企業等は、求人情報登録申込書を提出
⇒求人情報 登録    企業等   内容 整理  求人登録台帳 整備 、
選考委員会に提供

③④ 「川崎市退職職員の再就職候補者の選考委員会」は、求人情報の登録申込があった
企業等に対し、人材情報登録台帳の中から、職種、本市履歴（実績）、希望職務等を
踏まえ、適任と思われる登録者の人材情報を候補者推薦書により、原則として複数名提供
※選考委員会の対象は、課長級以上（学校長 含 。）
※離職時 課長級以上 職員 、一定の権限を有する者については、その権限等に
関連する企業等からの求人に対して、人材情報を提供しない。
（職務と密接に関係する企業等への再就職の自粛規定も有り）
※地方公務員法において、離職後２年間、再就職者（元職員）に  離職前５年間に
在職していた職場への働きかけについて規制されている。

⑤⑥人材情報の提供を受けた企業等は、速やかに選考を実施して採否を決定。その結果
について選考委員会に報告

４ 再就職規制等の実施
●職員の再就職に関する手続き（川崎市退職職員の再就職に関する取扱要綱）

○主要出資法人等に再就職した退職職員の当該主要出資法人等における任期は、
当該主要出資法人等が定める。ただし、原則として、満６５歳に達した日以後に
   更新 行   。

●主要出資法人等への再就職に係る任期・在職期間 限度
（川崎市を退職した職員の主要出資法人等への再就職等に関する指針）

●他の自治体の状況
○任期 上限 定    政令市 １０都市
※うち８都市は、年齢（６５歳）により設定
（年数 加味    場合 含 。）

・上限 定    理由 「再任用職員との均衡」「出資法人の人事と組織の活性化」など
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・主要出資法人等に再就職した退職職員の、当該主要出資法人等    報酬限度額 、
年額５００万円 。報酬額は、当該主要出資法人等におけるその者の職位に応じて、この報
酬限度額 範囲内 支給  。
・非常勤の職にある者にあっては、  勤務時間 割合 応  額 報酬限度額   。

●主要出資法人等  再就職 係 報酬額 限度額
（川崎市を退職した職員の主要出資法人等への再就職等に関する指針）

●他の自治体の状況
○報酬額 限度額 定    政令市 ９都市
※うち７都市は、再就職先 役職   限度額 設定
（離職時 職  、他の要素を加味している場合も含む）
※限度額 定    都市   、一律 額       本市以外  １都市  。
※限度額 設定根拠
「再任用職員 年収  均衡」による都市が最多（５都市）
（退職時 年収 参考、市職員の給与改定を勘案などの場合も含む）

＜大阪府＞
・「役員としての日々の職務内容」「役員としての重要課題、ミッション」「役員としての法人
運営上 経営判断 自由度、リスク」の３つの視点に基づき役員の職務・職責等を評価
⇒法人ごと、役職   限度額 設定。

＜名古屋市＞
・団体    職 応  年間基本金額（限度額）を設定。
区分 団体における職 年間基本金額

Ａ 理事長、副理事長、社長、副社長その他これらに類する職 ６７０万円

Ｂ 専務、常務、理事、取締役その他これらに類する職 ６００万円

Ｃ 監事、監査役その他これらに類する職 ５２０万円

Ｄ 区分Ａから区分Ｃに属する職以外の職 ４００万円

法人名 役職名 報酬年額

（公財）大阪国際平和センター 業務執行理事 ７１２万円

（株）大阪国際会議場 専務取締役 ７６０万円

（公財）大阪府国際交流財団 理事長 ８００万円

（公財）千里ライフサイエンス振興財団 専務理事 ７６０万円

（公財）大阪産業振興機構 理事長 ９００万円

大阪信用保証協会 理事長 １，０００万円 等
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（参考データ）
○再任用職員年収（試算）
局長級 約８９７万円

部長級 約７８６万円

課長級 約６２１万円

課長補佐 約４５０万円

係長級 約３９４万円

主任 約３８４万円

※諸手当のうち、扶養・住居・通勤・時間外勤務手当は考慮していない。
※期末・勤勉手当の支給月数を２．２５月分として試算
※管理職手当 、中位の区分の場合により試算

○民間事業所（規模１００人未満）    年収（試算）
職種 年収（試算額） 対応級

事務部長 約８８９万円 行（１）６級

技術部長 約８５５万円 〃

事務部次長 約８７２万円 行（１）４級、５級

技術部次長 約６９６万円 〃

事務課長 約７３６万円 〃

技術課長 約７２１万円 〃

事務課長代理 約６０３万円 行（１）３級

技術課長代理 約６８７万円 〃

事務係長 約５５３万円 〃

技術係長 約５８９万円 〃

※職員の給与に関する報告及び勧告（平成２８年１０月）
「参考資料 第２部 民間給与等 実態」より
※年収 、「４月分平均支給額（きまって支給する給与）」に
１６．３２月分（１２月分＋４．３２月分（特別給））を乗じて試算
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○計画策定手続き
各主要出資法人は、事業別 成果指標等 盛 込  複数年（３ ４年）の経営改
善計画を、各所管と協議の上、策定。

○点検評価
各主要出資法人は、毎年度、経営改善計画において設定した成果指標 目標達成度等
を客観的な基準により評価し、改善等に向けた今後の取組の方向性を示す。
また、その結果を所管部局に報告し、本市と法人が連携して、事業 有効性及 効率性 
向上に向けた取組の推進を図る。

●川崎市の点検評価

○評価項目
・事業ごとに、アウトプット（事業実施の成果）、中間アウトカム（事業実施の効果）最終
アウトカム（最終的に求める効果）の評価項目、があり、１法人平均 １２ １３項目 
及ぶ。この他、「財務の改善」等の評価項目もあり。

＜大阪府＞
○府による成果指標の提示、外部有識者   意見聴取、ポイントを絞った評価を実施
・成果指標の妥当性や評価結果等について、外部有識者  意見聴取
（外部有識者   意見聴取 実施    政令市 １０都市）
・評価項目 １法人平均 ５ ６項目程度

５ 点検評価の実施

意見 類型 法人数

現在 成果指標    適切      旨 意見 2

現在 成果指標    何   課題      旨 意見 14

  他（意見   含 ） 8

○経営改善計画における成果指標についての出資法人の意見（アンケート調査等による）
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●他の自治体の状況


